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選
挙
は
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
ま
ち
づ
く
り
に

反
映
し
て
く
れ
る
代
表
者
を
決
め
る
こ
と
。

　
選
挙
と
は
？

　

皆
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
ま
ち
を
快
適

で
安
全
安
心
な
ま
ち
に
す
る
た
め
に

は
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
ま
ち
づ
く
り
に

反
映
し
て
く
れ
る
代
表
者
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
そ
の
代
表
者
を
決
め
る
の
が

「
選
挙
」
で
す
。

　
ど
ん
な
選
挙
が
あ
る
の
？

　

選
挙
は
、
国
会
議
員
、
都
道
府
県
の

知
事
・
議
会
議
員
、
市
町
村
の
首
長
・

議
会
議
員
を
選
ぶ
選
挙
が
あ
り
ま
す
。

選
挙
種
類
と
い
つ
次
の
選
挙
が
行
わ
れ

る
か
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

【
衆
議
院
議
員
選
挙
】
議
員
の
任
期
満

了
（
４
年
）
ま
た
は
解
散
に
よ
っ
て
行

わ
れ
ま
す
。

【
参
議
院
議
員
選
挙
】
議
員
の
任
期
満

了
（
６
年
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
が
、

３
年
に
１
回
、
議
員
定
数
の
半
分
を
選

び
ま
す
。

【
都
道
府
県
議
会
議
員
選
挙
】
議
員
の

任
期
満
了
（
４
年
）
ま
た
は
議
会
の
解

散
な
ど
で
行
わ
れ
ま
す
。

【
都
道
府
県
県
知
事
選
挙
】
知
事
の
任

期
満
了
（
４
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ

れ
ま
す
。

【
市
町
村
長
選
挙
】
市
町
村
長
の
任
期

満
了
（
４
年
）
な
ど
で
行
わ
れ
ま
す
。

【
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
】
議
員
の
任

期
満
了
（
４
年
）
ま
た
は
議
会
の
解
散

な
ど
で
行
わ
れ
ま
す
。

　
ど
こ
で
投
票
す
る
の
？

　

投
票
は
、
行
政
区
ご
と
に
指
定
し
た

投
票
所
で
行
い
ま
す
。
矢
巾
町
で
は
、

投
票
日
当
日
に
投
票
で
き
る
投
票
所
を

７
カ
所
、
投
票
日
前
に
投
票
で
き
る
期

日
前
投
票
所
を
１
カ
所
設
置
し
て
い
ま

す
。
選
挙
の
際
は
、
投
票
所
入
場
券
に

記
載
し
て
い
る
投
票
所
を
確
認
し
て
、

指
定
さ
れ
て
い
る
投
票
所
で
投
票
し
ま

し
ょ
う
。

　
投
票
率
っ
て
な
に
？

　

投
票
率
と
は
、
有
権
者
総
数
に
対
す

る
投
票
者
の
割
合
で
す
。

　

簡
単
に
い
う
と
、
投
票
し
た
人
／
投

票
で
き
る
権
利
が
あ
る
人
×

1
0
0

＝
投
票
率
と
な
り
ま
す
。

2019年は選挙の年！

　2019年は次の選挙が予定されています。有権者の皆さ

ん、投票に行きましょう！

４月　矢巾町長選挙、矢巾町議会議員

７月　参議院議員選挙

９月　岩手県知事選挙、岩手県議会議員

〈投票の方法〉

送付された投票所入場券に記載

の投票所へ行く。

持参した投票所入場券を受付で提示

し、本人確認を行う。

（入場券を持参しない場合でも、本

人確認ができれば投票できます）

投票までの流れはこうなっています！

投票所へ行く受付で本人確認 １2

投票用紙を受け取り、記載台で候補

者名などを正しく書く。

投票用紙を受け取る3

　
私
た
ち
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
選
挙
。
皆
さ
ん
は
、
ど
ん
な
選
挙
が
あ
る
か
、
投
票
の

方
法
な
ど
選
挙
に
つ
い
て
詳
し
く
ご
存
知
で
す
か
？

　
来
年
は
多
く
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
予
定
で
す
。
こ
の
機
会
に
選
挙
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。
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前
回
の
第
48
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙

で
の
投
票
率
は
、
全
国
53
・
68
％
（
矢

巾
町
60
・
37
％
）
で
し
た
。
そ
ん
な
中
、

20
歳
代
は
38
・
43
％
、
30
歳
代
47
・

21
％
と
と
て
も
低
い
状
況
で
す
。

　
投
票
率
が
低
い
と
ど
う
な
る
の
？

　

投
票
率
が
低
い
と
、
一
部
の
人
た
ち

の
意
見
で
政
治
や
ま
ち
づ
く
り
が
決
め

ら
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
若
い
世
代
の
投
票
率
が
低
い

と
、
「
若
者
の
意
見
が
政
治
に
反
映
さ

れ
ず
に
、
政
策
や
公
約
が
か
た
よ
っ
て

し
ま
う
」
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
な
ぜ
投
票
に
行
か
な
い
人
が
い
る
？

　

投
票
に
行
か
な
い
、
行
け
な
い
理
由

は
、「
適
当
な
候
補
者
も
政
党
も
な
か
っ

た
」
「
政
党
の
政
策
や
候
補
者
の
人
物

像
な
ど
、
違
い
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
」
「
選
挙
に
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ

た
」
「
仕
事
が
あ
っ
た
」
「
私
一
人
が
投

票
し
て
も
し
な
く
て
も
同
じ
だ
か
ら
」

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

選
挙
は
私
た
ち
の
生
活
を
豊
か
に
す

る
た
め
に
と
て
も
重
要
で
す
。
選
挙
に

行
か
な
い
理
由
を
次
の
よ
う
に
考
え
て

み
て
は
い
い
か
で
し
ょ
う
？

投票箱に投票用紙を入れる。

※選挙の内容によって、投票用紙の

数が変わります。

例）衆議院議員総選挙は小選挙区、

比例代表、最高裁国民審査の計３枚。

投票する4

　投票立会人とは、投票事務が公正に行われる

ように立ち会う人のことです。投票立会人は、

各投票区において選挙人名簿に登録された人の

中から選任されます。

…投票立会人の役割は……

①投票所を開くところから、投票時間が終了し、

投票箱を閉鎖するまで投票手続きのすべてに立

ち会います。

②投票管理者から意見を求められたり、または

投票管理者の決定について異議がある場合は意

見を述べることができます。

③投票所において、投票者数などを記録した投

票録の内容を確認し、署名をします。

④投票箱を投票管理者とともに開票所に送致し

ます（当日投票所のみ）。

…立会人に専門的な知識は必要ありません！…

　「立会人って難しそう…」「選挙に詳しくない

からちょっと…」と思っている方がいるかもし

れません。

　安心してください！投票管理者や選挙事務に

従事する職員がいますので、選挙に詳しくなく

ても大丈夫です。

…投票立会人へのご協力をお願いします！…

　選挙ごとに投票立会人を募集しています。募

集については広報紙や町ホームページに掲載

し、広くお知らせします。※報酬あり。

　矢巾町明るい選挙推進協議会（斉藤誠治会長）

では、平成 27年度から町内小中学校で、選挙

啓発授業を実施しています。選挙権年齢が満

18 歳以上に引き下げとなり、小中学生のうち

から政治や選挙に興味を持ってもらう目的があ

ります（平成 28年度から県立不来方高校でも

実施）。

　選挙啓発授業では、投票率を上げるためにど

うしたらよいかをグループワークで考えたり、

児童・生徒が立候補者役を演じて模擬投票と開

票作業を体験したりしています。授業を受けて

みて、「投票率が低いことが問題だと分かった」

「模擬投票をして投票方法が分かった」「選挙権

を得たら投票に行き

たい」という感想が

多くあり、同会の活

動は選挙の大切さを

学ぶ重要な機会と

なっています。

このように考えてみましょう

適当な候補者も政党もなかったから

➡

自分と全く同じ考えの候補者などは、いないか

もしれません。自分の考えと比べたり、他の候

補者同士の公約を比べてみてはどうでしょう

か。

➡

それでも選べない場合、公約が実現したらどう

なるか想像してみてはいかがでしょうか。

私一人が投票してもしなくても同じだから

➡

みんなが「私一人くらい」と思って棄権すると、

民主主義が成り立たなくなってしまいます。誰

かに「おまかせ」ではなく・・・

➡

自分の一票で、未来をつくりましょう。

選挙啓発活動を実施中！

選挙の立会人にご協力を！


